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改訂履歴 
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高田 

2025/04/14 P11、149 各種届出の対象が河川・砂防・公園のみであることを追記

（1.2 版） 

浅海 
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利用上の注意 

（1）利用するブラウザのサイズについて 

徳島県土木施設占用等申請システムは、ブラウザを使用して申請を行いますが、ブラウザの幅が狭い（960px以下）場

合、各占用カテゴリのメニューが非表示となります。(※1) 

非表示となっている場合は、ご利用しているブラウザの幅を拡大（最大化）していただくことで、利用可能なメニューが全て表

示されるようになります。(※2) 

 

※1 一部非表示のメニュー 

 

 

※2 全て表示されたメニュー 
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１.「徳島県土木施設占用等申請システム」へのログイン 

１-１.「徳島県土木施設占用等申請システム」にアクセスす

る 

① ブラウザを起動し、「徳島県土木施設占用等申請システム」にアクセスします。 

接続先 URL：https://senyo.pref.tokushima.lg.jp/biz-user/ 

 

 

② ログインページが表示されるので、ユーザー名、パスワードを入力しログインボタンをクリックします。 
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２.徳島県土木施設占用等申請システム（事業者ユーザ

ー） 

２-１.事業者ユーザー用の画面について 

① 左側メニューバーのクリック時、以下のメニューが表示されます 
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HOME トップページ画面を表示します。 

道路(※) 道路の占用等申請を行います。 

河川(※) 河川の占用等申請を行います。 

砂防(※) 砂防の占用等申請を行います。 

公園(※) 公園の占用等申請を行います。 

占用等申請 占用等申請の情報を照会します。 

変更登録 事業者の連絡先情報と担当者の情報を修正します。 

変更申し込み 事業者情報の変更の申請を行います。 

ユーザーガイド 土木施設占用等申請システムの操作マニュアルを閲覧できます。 

各種書類ダウンロード 新規占用等申請に使用する誓約書をダウンロードします。 

アカウントコンソール ログインユーザーのメールアドレス、パスワードを変更できます。 

ログアウト 土木施設占用等申請システムからログアウトします。 

 

(※)申請可能なカテゴリのみ表示されます。 
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② メニューバー右側の▼のクリック時、縮小しているメニューが展開できます。 

  

新規 新規に占用等の申請を行います。 

更新 許可済の占用等申請に対して、更新の申請を行います。 

変更 許可済の占用等申請に対して、変更の申請を行います。 

廃止 許可済の占用等申請に対して、廃止の申請を行います。（道路・河川のみ） 

各種届出 許可済の占用等申請に対して、着手日などの届出を行います。（河川・砂防・公園のみ） 
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２-２.本システムで行えること 

（2）新しく占用等申請を行う（対象：道路、河川、砂防、公園） 

① メニューより申請を行う占用カテゴリを選択し、「新規」を選択します。 

② 申請内容を入力し、「登録」ボタンをクリックして申請を行います。 

③ 申請を行うと処理状況が「申請中」となります。処理状況は「２－１０．占用等申請一覧」で確認できます。 

④ 徳島県に申請が受領されると処理状況が「審査中」となります。 

⑤ 徳島県に申請が許可されると処理状況が「許可済」となります。 

 

（3）占用等許可の更新申請を行う（対象：道路、河川、砂防） 

① メニューより申請を行う占用カテゴリを選択し、「更新」を選択します。 

② 更新したい占用等許可の情報を選択し、「登録」ボタンをクリックして申請を行います。 

③ 申請を行うと処理状況が「申請中」となります。処理状況は「２－１０．占用等申請一覧」で確認できます。 

④ 徳島県に申請が受領されると処理状況が「審査中」となります。 

⑤ 徳島県に申請が許可されると処理状況が「許可済」となります。 

 

（4）占用等許可の変更申請を行う（対象：道路、河川、砂防、公園） 

① メニューより申請を行う占用カテゴリを選択し、「変更」を選択します。 

② 変更したい占用等許可の情報を選択し、「登録」ボタンをクリックして申請を行います。 

③ 申請を行うと処理状況が「申請中」となります。処理状況は「２－１０．占用等申請一覧」で確認できます。 

④ 徳島県に申請が受領されると処理状況が「審査中」となります。 

⑤ 徳島県に申請が許可されると処理状況が「許可済」となります。 

 

（5）占用等許可の廃止申請を行う（対象：道路、河川） 

① メニューより申請を行う占用カテゴリを選択し、「廃止」を選択します。 

② 廃止したい占用許可の情報を選択し、「登録」ボタンをクリックして申請を行います。 

③ 申請を行うと処理状況が「申請中」となります。処理状況は「２－１０．占用等申請一覧」で確認できます。 

④ 徳島県に申請が受領されると処理状況が「審査中」となります。 

⑤ 徳島県に申請が許可されると処理状況が「許可済」となります。 
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（6）占用等許可の届出を行う（対象：河川、砂防、公園） 

① メニューより申請を行う占用カテゴリを選択し、「各種届出」を選択します。 

② 届出を行う占用等許可の情報を選択し、「登録」ボタンをクリックして届出を行います。 

 

（7）占用等申請の情報を修正する 

① メニューより照会の「占用等申請」を選択します。 

② 修正したい占用等申請に対して、「詳細」ボタンをクリックして申請詳細を表示します。 

③ 「編集」ボタンをクリックして、占用等申請の情報を修正します。 

詳細は「２－１０．占用等申請一覧」参照。 

 

（8）事業者の連絡先、担当者の情報を変更する 

① メニューより「変更登録」を選択します。 

② 事業者の連絡先（電話番号、FAX 番号）、担当者の情報を修正し、「変更」ボタンをクリックして 

変更を反映します。本修正内容については、徳島県への申請は不要です。 

詳細は「２－１１．変更登録」参照。 

 

（9）事業者の情報を変更する 

① メニューより「変更申し込み」を選択します。 

② 事業者の情報、担当者の情報を修正し、「申込」ボタンをクリックして 

変更内容を徳島県に申請します。 

③ 申請が徳島県に許可された場合、変更内容がシステムに反映されます。 

詳細は「２－１２．変更申し込み」参照。 

 

（10）新規占用等申請に使用する誓約書のダウンロードを行う 

① メニューより各種書類ダウンロードを選択し、「誓約書（新規占用等申請）」を選択しダウンロードを行います。 
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（11）ログインユーザーのメールアドレスやパスワードを変更する 

① メニューより「アカウントコンソール」を選択します。詳細は「２－１３．アカウントコンソール」参照。 

＜メールアドレスを変更する場合＞ 

② 画面内の「メールアドレス」を選択し、E メールの変更を行うことができます。 

E メールを変更した場合、変更した E メールに対して、確認用のメールが送信されます。 

メールアドレスの確認が完了後、システムへ再度ログインできるようになります。 

＜パスワードを変更する場合＞ 

③ 画面内の「パスワード変更」を選択し、パスワードの変更を行うことができます。 

  



徳島県土木施設占用等申請システム 操作マニュアル（事業者ユーザー向け）  

 

 15 

 

２-３.画面操作における共通事項 

（1）一覧項目によるソートについて 

  

① 一覧の項目名をクリックすることで、その項目でソートすることが可能です。 

 

② 1 回クリックすることにより、対象の項目にて昇順にソートされます。 

①  

② 
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③ さらに 1 回クリックすることにより、対象の項目にて降順にソートされます。 

もう 1 度クリックすると、ソートの状態が解除されます。 

 

（2）一覧に表示する件数、改ページについて 

 

① クリックすることで、一覧に表示する行数を選択することができます。 

③ 

①  
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② クリックすることで、一覧の次ページを表示することができます。 

③ クリックすることで、一覧の最後のページを表示することができます。 

 

 

④ クリックすることで、一覧の最初のページを表示することができます。 

⑤ クリックすることで、一覧の前ページを表示することができます。 

④ 

②  ③ 

⑤ 
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（3）路線選択について 

 

① 路線を選択する画面を表示します。 

② 選択した路線をクリアします。 

 

 

③ 路線区分を選択します。 

④ 路線名を入力します。 

⑤ 路線を選択する画面を閉じます。 

⑥ ③④で入力した情報で路線を絞り込みします。 

⑦ 選択した路線を反映します。 

 



徳島県土木施設占用等申請システム 操作マニュアル（事業者ユーザー向け）  

 

 19 

 

（4）河川選択について 

 

① 河川を選択する画面を表示します。 

② 選択した河川をクリアします。 

 

 

③ 河川の級別を選択します。 

④ 水系名を入力します。 

⑤ 河川名を入力します。 

⑥ 河川を選択する画面を閉じます。 

⑦ ③④⑤で入力した情報で河川を絞り込みします。 

⑧ 選択した河川を反映します。 

  

⑦ 

④  

⑥  

⑤  

⑧  

⑤  ④  ③  
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（5）砂防区域選択について 

 

 

① 砂防区域を選択する画面を表示します。 

② 選択した砂防区域をクリアします。 

 

 

③ 砂防関係指定地区分を選択します。 

④ 砂防関係者指定地を入力します。 

⑤ 市町村を入力します。 

⑥ 告示番号を入力します。 

⑦ 砂防区域を選択する画面を閉じます。 

⑧ ③④⑤⑥で入力した情報で砂防区域を絞り込みします。 

⑨ 選択した砂防区域を反映します。 

  

⑦ ⑧ 
⑨  

⑤ ④ ③ 

① ② 

⑥ 



徳島県土木施設占用等申請システム 操作マニュアル（事業者ユーザー向け）  

 

 21 

 

（6）ファイル添付について 

 

① 選択したファイル名を表示します。 

② ウィンドウからファイルを選択します。 

③ 選択したファイルをシステムへアップロードします。 

※アップロードできるファイルの拡張子は、「jpeg、jpg、png、tiff、tif、bmp、gif、pdf、doc、docx、xls、xlsx、

zip」となります。 

アップロード後、ファイルのチェック処理を行うため、数分間参照・ダウンロードは行えません。 

④ ファイル添付が必要ではない場合、クリックしてチェックを付けます。 

⑤ アップロードしたファイルを参照します。 

⑥ アップロードしたファイルをダウンロードします。 

⑦ アップロードしたファイルを削除します。削除確認画面を表示します。 

       

⑧ 一覧に表示する件数、ページを切り替えます。「２－３.（2）一覧に表示する件数、改ページについて」参照 

⑨ ファイルの削除をキャンセルします。 

⑩ ファイルの削除を実施します。 

 

 

 

 

（7）占用位置図作成について 
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① 地形図の表示を拡大縮小します。 

② 地形図選択画面を表示します。 

③ 図形描画保存画面を表示します。 

④ 占用位置図を作成のための描画ができます。 

 

 

直線 

 

 

クリックすることで、直線の描画開始の

位置を決定します。 

  

 

クリックすることで開始位置からの直線

を引くことができます。 

①  

③  ⑤ 

④ 

② ⑥ 
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さらに直線を引きたい場合は、その場

所をクリックします。 

完了する場合は、「完了」または直線

を描画した点をクリックします。 

 

 

四角形 

 

 

クリックすることで、四角形の描画開始

位置を決めます。 

 

  

 

開始位置を起点として、描画する四

角形が表示されます。 

 

  

 

クリックすることで四角形の描画が完了

します。 

 

 

多角形 

 

 

クリックすることで、多角形の描画開始

位置を決めます。 

  クリックすることで、開始位置からの直

線を引くことができます。 
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描画したい形になるまで繰り返します。 

  

 

最後に描画を開始した点をクリックしま

す。または「完了」をクリックすることで、

最初の点までの直線が引かれます。 

  

 

描画が完了し、図形に背景色が塗ら

れます。 

 

 

円 

 クリックして、円の中心を決定します。 
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円の中心からの半径の長さを調整し、

円の大きさを調整できます。 

  

 

クリックすることで、円の描画が完了し

ます。 

 

 

マーカー 

 マーカーを描画したい位置を決めま

す。 
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クリックすることで、マーカーが描画され

ます。 

 

 

文字列 

 

 

クリックすることで、文字列を描画した

い位置を決めます。 

  

 

枠線が表示され、文字列を入力する

ことができます。 

  

 

枠線外をクリックすることで、文字列を

描画することができます。 
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図を編集 

 

 

クリックすることで、描画した図形の形

や大きさを編集することができます。 

  

 

編集したい点をクリックしながら、マウス

を動かすことによって、図形の形を変更

することができます。 

  

 

図形の編集が終わったら「完了」をクリ

ックします。 

  

 

編集後の図形が描画された状態とな

ります。 

 

 

 移動したい図形をクリックします。 
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図を移動 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

クリックしながらマウスを動かすことによっ

て、図形を動かすことができます。 

 

  「完了」をクリックして、移動の操作を

終わります。 
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図を削除 

 

 

 

 

 

 

削除したい図形をクリックします。 

 

  

 

「完了」をクリックして、削除の操作を

終わります。 

 

 

 回転したい図形の点をクリックします。 
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図を回転 

 

  

 

クリックしながらマウスを動かした方向に

図形を回転させることができます。 

 

  

 

「完了」をクリックして、回転の操作を

終わります。 

⑤ 入力する文字のサイズを変更することができます。 

 

 

サイズをクリックすることで、文字サイズを選択すること

ができます。 
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⑤ 入力する文字の色を変更することができます。 

 

 

 

「文字色」をクリックすると、選択できる色が表示されま

す。色の円をクリックすることで、文字色を決定すること

ができます。 

 

 

 

決定した文字色が表示されます。 

 

 

 

決定した文字色で文字列を入力することができます。 

 

⑥ 描画する図形の背景色の透明度を変更することができます。 

 

 

 

「背景の透明度」のバーをクリックすることで、透明度を変

更することができます。 

0 は透明度が無く、数字が大きくなるにつれて、透明度が

高くなります。 

 

透明度を 40 に設定した例です。 
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透明度を 80 に設定した例です。 

 

 

 

 

透明度を 100 に設定した例です。 
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 描画する図形の背景色を変更することができます。 

 

 

 

「背景色」をクリックすると、選択できる色が表示され

ます。色の円をクリックすることで、背景色を決定する

ことができます。 

 

 

 

決定した背景色で図形を描画することができます。 

 

 

 描画する図形の枠線色を変更することができます。 

 

 

 

「枠線色」をクリックすると、選択できる色が表示され

ます。色の円をクリックすることで、枠線色を決定す

ることができます。 

 

 

 

決定した枠線色で図形を描画することができます。 
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⑦ 作成した占用位置図のファイル名を入力します。 

  ⑧ 図形描画保存画面を閉じます。 

⑨ 作成した占用位置図を保存します。 

 

  

⑦  

⑧ 

 

⑨ 
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２-４.HOME 

     

① ログイン直後にトップページ画面を表示します。 

または、左側メニューの「HOME」をクリックして画面を表示します。 

 

 

  

①  
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（1）トップページ画面について 

 

① お知らせがある場合、その内容を表示します。 

お知らせがない場合、「お知らせはありません」と表示します。 
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２-５.道路 

（1）  占用等申請を新規に登録する 

   

① 左側メニューの道路の「新規」をクリックして画面を表示します。 

 

 

  

① 
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【申請の複写】 

 

① 現在、どの情報を入力しているかの進捗状況を表示します。 

② 過去の占用許可の情報を複写して占用等申請を作成することができます。 

ボタンをクリックすることで、「許可検索」画面を表示し、過去の占用許可の情報を選択できます。 

③ 選択した占用許可情報をクリアします。 

④ 「申請者」のステップに進みます。 

⑤ 占用等申請の内容を一時保存するか確認画面を表示します。 

 

⑥ 一時保存をキャンセルします。 

⑦ 一時保存を行います。 

※一時保存後の更新が無い場合、30 日で自動的に削除されますので、ご注意ください。 

 

  

① 

② ③ 

④ ⑤ 
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⑧ 絞り込み情報を入力します。 

⑨ 路線区分、路線名の入力については、「２－３.（3）路線選択について」参照。 

⑩ アイコンをクリックすることにより、⑧検索項目入力欄が縮小・拡大します。 

⑪ 許可検索画面を閉じます。 

⑫ 「検索」ボタンをクリックすることで⑧で入力した情報の占用等申請の一覧情報が表示されます。 

⑬ 一覧に表示している項目をソートします。（「２－３.（1）一覧項目によるソートについて」参照） 

⑭ 複写対象とする占用許可情報を選択します。 

⑮ 一覧に表示する件数、ページを切り替えます。（「２－３.（2）一覧に表示する件数、改ページについて」参照） 

 

  

⑧ 

⑨ 

⑪ ⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑩ 
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【申請者】

 

① 「申請者の情報」を表示します。利用申請で入力した内容を表示します。 

② 「申請担当者」を表示します。選択した担当者の情報を表示します。 

③ 担当者を選択します。利用申請で入力した担当者の情報を選択できます。 

担当者は、占用等申請について徳島県から問合せを行う際の連絡先として使用します。 

担当者を選択すると、「申請担当者」および「送付先」のステップの「占用料納付書等の送付先」に情報が反映されま

す。 

④ 「変更登録」画面を表示します。（「２－１１．変更登録」参照） 

⑤ 「占用等許可の名義人」のステップに進みます。 

 

 

  

①  

②  

③  ④  

⑤  
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【占用許可の名義人】 

 

① 占用等許可の名義人情報を入力します。 

登録されている情報を表示しています。 

以下の*の項目は入力必須項目です。 

事業者名* 名義人事業者名を入力します。 

事業者名カナ* 名義人事業者のカタカナ名を入力します。 

名義人氏名（姓） 名義人の姓。 

名義人氏名（名） 名義人の名。 

名義人氏名（姓）カナ 名義人の姓のカタカナ名。 

名義人氏名（名）カナ 名義人の名のカタカナ名。 

部署 名義人の部署を入力します。 

郵便番号* 名義人の郵便番号を入力します。xxx-xxxx の形式で入力します。 

住所* 名義人の住所を入力します。 

電話番号* 名義人の電話番号を入力します。-（ハイフン）の入力は不要です。 

FAX 名義人の FAX 番号を入力します。-（ハイフン）の入力は不要です。 

② 「申請者」のステップに戻ります。 

③ 「送付先」のステップに進みます。 

  

①  

② ③ 
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【送付先】 

 

  

① 占用料納付書等の送付先の情報を入力します。 

選択した担当者に紐づく送付先の情報を表示しています。この情報は変更することが可能です。 

以下の*の項目は入力必須項目です。 

郵便番号* 送付先担当者の郵便番号を入力します。xxx-xxxx の形式で入力します。 

住所* 送付先担当者の住所を入力します。 

事業者名* 送付先担当者の事業者名を入力します。 

氏名（姓）* 送付先担当者の姓を入力します。 

氏名（名）* 送付先担当者の名を入力します。 

氏名（姓）カナ* 送付先担当者の姓のカタカナ名を入力します。 

氏名（名）カナ* 送付先担当者の名のカタカナ名を入力します。 

部署 送付先担当者の部署を入力します。 

役職 送付先担当者の役職を入力します。 

電話番号* 送付先担当者の電話番号を入力します。-（ハイフン）の入力は不要です。 

FAX 送付先担当者の FAX 番号を入力します。-（ハイフン）の入力は不要です。 

② 「占用等許可の名義人」のステップに戻ります。 

③ 「申請内容」のステップに進みます。 

② ③ 

①  
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【申請内容】 

  

 

 

①  

2 

②  

③  

④  

⑤  

⑥  ⑦ 
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① 申請内容の情報を入力します。 

以下の*の項目は入力必須項目です。 

占用許可証の様式* 占用許可証の様式を選択します。 

占用の目的* 占用の目的を入力します。 

提出先整備局* 提出先整備局を選択します。 

路線区分* 路線を選択することで自動入力されます。②参照。 

路線名* 路線を選択することで自動入力されます。②参照。 

複数路線に対する申請 複数路線に対する申請がある場合はチェックを付けます。 

チェックを付けることで、他の路線数を入力することができます。 

他の路線数 他の路線数を入力します。 

管内一円 管内一円の占用等申請である場合、チェックを付けます。 

チェックを付けた場合、路線選択が不要となります。 

車道・歩道・その他* 占用等申請の路線種別を選択します。複数選択可能です。 

占用場所* 占用場所を入力します。 

占用開始日* 占用開始日を入力します。 

「カレンダーアイコン」をクリックすることにより日時の選択ができます。 

占用終了日* 占用終了日を入力します。 

「カレンダーアイコン」をクリックすることにより日時の選択ができます。 

工事の実施方法* 工事の実施方法を選択します。 

工事の実施方法（事業者

名などを記載） 

工事を実施する事業者名などの情報を入力します。 

工事開始日* 工事開始日を入力します。 

「カレンダーアイコン」をクリックすることにより日時の選択ができます。 

工事終了日* 工事終了日を入力します。 

「カレンダーアイコン」をクリックすることにより日時の選択ができます。 

占用物件構造 占用物件構造を入力します。 

道路の復旧方法 道路の復旧方法を入力します。 

備考 備考を入力します。 

 

② 路線区分、路線名の入力については、「２－３.（3）路線選択について」参照。 

③ 占用物件情報を入力します。 

以下の*の項目は入力必須項目です。 

物件* 入力不要です。選択した物件により自動入力されます。 
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物件詳細* 入力不要です。選択した物件により自動入力されます。 

名称 物件の名称を入力します。 

規模* 物件の規模を入力します。 

区域* 物件の区域を選択します。 

数量* 物件の数量を入力します。 

単位* 入力不要です。選択した物件により自動入力されます。 

④ クリックすることで、入力する物件を追加することができます。 

⑤ 物件を選択します。「物件の選択」画面を表示します。 

⑥ 「送付先」のステップに戻ります。 

⑦ 「占用料金・減免」のステップに進みます。 

 

 

⑧ 物件の区分による絞り込みが可能です。 

⑨ 「物件の選択」画面を閉じます。 

⑩ 物件を選択します。 

⑪ 一覧に表示する件数、ページを切り替えます。（「２－３.（2）一覧に表示する件数、改ページについて」参照） 

 

  

⑨  

⑩  

⑧  

⑪ 
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【占用料金・減免】 

 

 

① 占用料金・減免情報を入力します。 

以下の*の項目は入力必須項目です。 

占用料予定額（自動計

算した参考値） 

入力不要です。「申請内容」で入力した占用期間および物件の内容により自動計

算した値（参考値）を表示します。占用料が時価に分類される物件が含まれる場

合、自動計算されません。 

自動計算されなかった場合、0 を表示します。 

 

占用料予定額（修正）* 占用料予定額を入力します。占用料予定額が自動計算されなかった、自動計算

された占用料を修正したい時など、必要に応じて値を入力してください。 

占用料金の免除・控除を

申請する 

占用料金の免除、控除がある場合はチェックを付けます。 

減免額 「占用料金の免除・控除を申請する」にチェックを付けた場合に入力可能となりま

す。 

減免額を入力します。 

①  

②  

③  ④ 
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全額減免 「占用料金の免除・控除を申請する」にチェックを付けた場合に入力可能となりま

す。 

占用料金を免除とする場合、チェックを付けます。 

認定予定占用料 入力不要です。占用料予定額（修正）と減免額より自動計算します。 

理由 「占用料金の免除・控除を申請する」にチェックを付けた場合に入力可能となりま

す。 

減免の理由を入力します。 

 

② 「占用料金の免除・控除を申請する」にチェックを付けた場合、減免申請書類を添付します。 

操作方法について、「２－３.（6）ファイル添付について」参照 

③ 「申請内容」のステップに戻ります。 

④ 「添付ファイル」のステップに進みます。 
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【添付ファイル】 

 

 

① 占用位置図を作成します。「占用位置図作成」をクリックして、該当する道路を選択し、画面より占用物を描画してく

ださい。該当する道路を選択できない場合、手書きした占用位置図のファイルを添付してください。 

② 「道路台帳選択」画面を表示します。 

③ 占用位置図を作成せず、ファイル添付する場合は路線を選択してください。 

路線区分、路線名の入力については、「２－３.（3）路線選択について」参照。 

④ ファイル添付する方法について、「２－３.（6）ファイル添付について」参照。 

⑤ 平面図を添付します。操作方法について、「２－３.（6）ファイル添付について」参照 

以降、断面図等の書類についても同様に添付します。 

⑥ 「占用料金・減免」のステップに戻ります。 

⑦ 「申請内容確認」のステップに進みます。 

⑥  ⑦ 

⑤  

①  

②  

③  

④  
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⑧ 道路台帳を表示します。選択できる道路がオレンジ色で表示します。 

道路にカーソルを当てると該当する道路の色が変化します。 

 

道路をクリックすることで該当する道路台帳情報を表示します。 

⑨ 地図の拡大縮小を行います。 

⑩ 道路台帳選択画面を閉じます。 
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⑪ 選択した道路の道路台帳情報を表示します。 

⑫ 選択した道路の道路台帳の画像を表示します。 

⑬ 道路台帳選択画面を表示します。 

⑭ 占用位置図作成画面を表示します。 

 

占用位置図の作成については、「２－３.（6）占用位置図作成について」参照。 
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【申請内容確認】 

 

 

① 入力した内容を確認することができます。 

② 「添付ファイル」のステップに戻ります。 

③ 登録確認画面を表示します。 

 

④ 登録をキャンセルします。 

⑤ 占用等申請を提出します。処理状況を「申請中」として情報を作成します。 

  

①  

②  ③  
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（2）  占用等申請の更新を行う 

   

① 左側メニューの道路の「更新」をクリックして画面を表示します。 

 

 

  

①  
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【更新対象の申請を選択】 

 

① 現在、どの情報を入力しているかの進捗状況を表示します。 

② 前回の申請方法について選択します。 

土木施設占用等申請システムで

申請実施 

前回の占用許可について、土木施設占用等申請システムにて申請を行った

場合、こちらを選択し、「許可検索」ボタンをクリックして、前回の占用許可を

選択します。 

書面で申請実施 前回の占用許可について、土木施設占用等申請システムで申請を行わ

ず、書面で行った場合、こちらを選択し「次へ」ボタンをクリックして、更新した

い占用等申請の内容を入力してください。 

③ 前回の占用許可の情報を選択することができます。 

ボタンをクリックすることで、「許可検索」画面を表示し、前回の占用許可の情報を選択できます。 

④ 「申請選択」のステップに進みます。 

 

  

①  

②  

③ 

④ 
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⑤ 絞り込み情報を入力します。 

⑥ 路線区分、路線名の入力については、「２－３.（3）路線選択について」参照。 

⑦ アイコンをクリックすることにより、⑤検索項目入力欄が縮小・拡大します。 

⑧ 許可検索画面を閉じます。 

⑨ 「検索」ボタンをクリックすることで⑤で入力した情報の占用等申請の一覧情報が表示されます。 

⑩ 一覧に表示している項目をソートします。（「２－３.（1）一覧項目によるソートについて」参照） 

⑪ 前回の占用許可情報を選択します。 

⑫ 一覧に表示する件数、ページを切り替えます。（「２－３.（2）一覧に表示する件数、改ページについて」参照） 

 

  

⑥ 

⑧ 

⑩ 

⑪ 

⑤ 

⑦ 

⑨ 

⑫ 
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【申請者】 

  

 

① 「申請者の情報」を表示します。利用申請で入力した内容を表示します。 

「申請者の情報」「申請担当者」について、「２－５．(1)新規占用等申請」と同様となります。 

② 「更新対象の申請を選択」のステップに戻ります。 

③ 「占用許可の名義人」のステップに進みます。 

④ 一時保存確認画面を表示します。 

 

⑤ 一時保存をキャンセルします。 

⑥ 一時保存を行います。 

※一時保存後の更新が無い場合、30 日で自動的に削除されますので、ご注意ください。 

  

①  

②  ③  

⑤ ⑥ 

④ 
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【占用許可の名義人】 

「占用許可の名義人」について、「２－５．(1)新規占用等申請」と同様となります。 

 

【送付先】 

「占用許可証・占用料納付書等の送付先」について、「２－５．(1)新規占用等申請」と同様となります。 
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【申請内容】 

 

 

① 「申請内容」について入力します。 

以下の*の項目は入力必須項目です。 

占用開始日 占用開始日を入力します。 

「カレンダーアイコン」をクリックすることにより日時の選択ができます。 

占用終了日 占用終了日を入力します。 

「カレンダーアイコン」をクリックすることにより日時の選択ができます。 

上記項目以外の入力について、前回の申請方法を「土木施設占用等申請システムで申請実施」と選択した場合、

前回の占用許可情報を元に情報が自動入力します。また、前回の占用開始日と占用終了日を元に、同じ期間とな

るよう占用開始日と占用終了日を自動入力します。必要に応じて修正してください。 

「書面で申請実施」と選択した場合、入力が必要となります。「２－５．(1)新規占用等申請」と同様となります。 

② 「送付先」のステップに戻ります。 

③ 「占用料金・減免のステップ」のステップに進みます。  

①  

② ③ 
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【占用料金・減免】 

占用料金・減免について、「２－５．(1)新規占用等申請」と同様となります。 

 

【添付ファイル】 

 

 

① 更新時現況写真を添付します。操作方法について、「２－３.（6）ファイル添付について」参照 

前回の申請方法を「書面で申請実施」と選択した場合、占用位置図、断面図、構造図、構造計算書、道路使用

許可書（写し）、その他参考書類についても、添付してください。 

② 「占用料金・減免」のステップに戻ります。 

③ 「申請内容確認」のステップに進みます。 

  

② ③ 

① 
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【申請内容確認】 

  

① 入力した内容を確認することができます。 

② 「添付ファイル」のステップに戻ります。 

③ 登録確認画面を表示します。 

 

④ 登録をキャンセルします。 

⑤ 更新申請を提出します。処理状況を「申請中」として情報を作成します。 

 

  

② ③ 

①  
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（3）  占用等申請の変更を行う 

    

① 左側メニューの道路の「変更」をクリックして画面を表示します。 

 

 

  

①  
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【変更対象の申請を選択】 

 

① 現在、どの情報を入力しているかの進捗状況を表示します。 

② 前回の申請方法について選択します。 

道路占用システムで申請実施 前回の占用許可について、道路占用システムにて申請を行った場合、こちら

を選択し、「許可検索」ボタンをクリックして、前回の占用許可を選択します。 

書面で申請実施 前回の占用許可について、道路占用システムで申請を行わず、書面で行っ

た場合、こちらを選択し「次へ」ボタンをクリックして、更新したい占用等申請

の内容を入力してください。 

③ 前回の占用許可の情報を選択することができます。 

ボタンをクリックすることで、「許可検索」画面を表示し、前回の占用許可の情報を選択できます。 

「許可検索」について、「２－５．(2)更新申請」と同様になります。 

④ 「申請者」のステップに進みます。 

 

  

①  

②  
③  

④  
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【申請者】 

「申請者の情報」、「申請担当者」について、「２－５．(2)更新申請」と同様になります。 

 

【占用許可の名義人】 

「占用許可の名義人」について、「２－５．(1)新規占用等申請」と同様となります。 

 

【送付先】 

「占用料納付書等の送付先」について、「２－５．(1)新規占用等申請」と同様となります。 

 

【申請内容】 

「申請内容」について、「２－５．(1)新規占用等申請」と同様となります。 

 

【占用料金・減免】 

占用料金・減免について、「２－５．(1)新規占用等申請」と同様となります。 

 

【添付ファイル】 

各種添付ファイルについて、「２－５．(1)新規占用等申請」と同様となります。 
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【申請内容確認】 

 

 

① 入力した内容を確認することができます。 

② 「添付ファイル」のステップに戻ります。 

③ 登録確認画面を表示します。 

 

④ 登録をキャンセルします。 

⑤ 変更申請を提出します。処理状況を「申請中」として情報を作成します。 

 

  

② ③ 

①  
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（4）  占用等申請の廃止を行う 

   

① 左側メニューの道路の「廃止」をクリックして画面を表示します。 

 

 

  

①  
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【廃止対象の申請を選択】 

 

 

① 現在、どの情報を入力しているかの進捗状況を表示します。 

② 前回の申請方法について選択します。 

土木施設占用等申請システムで

申請実施 

前回の占用許可について、土木施設占用等申請システムにて申請を行った

場合、こちらを選択し、「許可検索」ボタンをクリックして、前回の占用許可を

選択します。 

書面で申請実施 前回の占用許可について、土木施設占用等申請システムで申請を行わ

ず、書面で行った場合、こちらを選択し「次へ」ボタンをクリックして、更新した

い占用等申請の内容を入力してください。 

③ 前回の占用許可の情報を選択することができます。 

ボタンをクリックすることで、「許可検索」画面を表示し、前回の占用許可の情報を選択できます。 

「許可検索」について、「２－5．(2)更新申請」と同様になります。 

④ 「申請者」のステップに進みます。 

 

【申請者】 

「申請者の情報」、「申請担当者」について、「２－5．(2)更新申請」と同様になります。 

 

【占用許可の名義人】 

「占用許可の名義人」について、「２－５．(1)新規占用等申請」と同様となります。 

 

【送付先】 

「占用料納付書等の送付先」について、「２－５．(1)新規占用等申請」と同様となります。  

①  

② 

③ 

④ 
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【申請内容】 

 

 

① 廃止理由の情報を入力します。 

以下の*の項目は入力必須項目です。 

廃止理由* 廃止理由を入力します。 

占用終了日* 占用終了日を入力します。 

「カレンダーアイコン」をクリックすることにより日時の選択ができます。 

道路の復旧方法* 道路の復旧方法を入力します。 

② 申請内容の情報を入力します。 

前回の申請方法を「道路占用システムで申請実施」と選択した場合、前回の占用許可情報を元に情報が自動入

力します。「書面で申請実施」と選択した場合、入力が必要となります。「２－５．(1)新規占用等申請」と同様とな

ります。 

③ 「送付先」のステップに戻ります。 

④ 「添付ファイル」のステップに進みます。 

  

① 

② 

③ ④ 



徳島県土木施設占用等申請システム 操作マニュアル（事業者ユーザー向け）  

 

 67 

 

【添付ファイル】 

廃止時現況写真の書類添付について、「２－5．(2)更新申請」と同様となります。 

 

【申請内容確認】 

 

 

 

① 入力した内容を確認することができます。 

② 「添付ファイル」のステップに戻ります。 

③ 登録確認画面を表示します。 

 

④ 登録をキャンセルします。 

⑤ 廃止申請を提出します。処理状況を「申請中」として情報を作成します。 

 

  

② ③ 

① 
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２-６.河川 

（1）  占用等申請を新規に登録する 

   

① 左側メニューの河川の「新規」をクリックして画面を表示します。 

 

 

  

①  
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【申請の複写】 

 

① 現在、どの情報を入力しているかの進捗状況を表示します。 

② 過去の占用許可の情報を複写して占用等申請を作成することができます。 

ボタンをクリックすることで、「許可検索」画面を表示し、過去の占用許可の情報を選択できます。 

③ 選択した占用許可情報をクリアします。 

④ 「申請選択」のステップに進みます。 

⑤ 占用等申請の内容を一時保存するか確認画面を表示します。 

 

⑥ 一時保存をキャンセルします。 

⑦ 一時保存を行います。 

※一時保存後の更新が無い場合、30 日で自動的に削除されますので、ご注意ください。 

 

  

①  

②  ③ 

④ ⑤ 
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⑧ 絞り込み情報を入力します。 

⑨ 級別、水系名、河川名の入力については、「２－３.（4）河川選択について」参照。 

⑩ アイコンをクリックすることにより、⑧検索項目入力欄が縮小・拡大します。 

⑪ 許可検索画面を閉じます。 

⑫ 「検索」ボタンをクリックすることで⑧で入力した情報の占用等申請の一覧情報が表示されます。 

⑬ 一覧に表示している項目をソートします。（「２－３.（1）一覧項目によるソートについて」参照） 

⑭ 複写対象とする占用許可情報を選択します。 

⑮ 一覧に表示する件数、ページを切り替えます。（「２－３.（2）一覧に表示する件数、改ページについて」参照） 

 

  

⑧ 

⑨ 

⑪ ⑫ 
⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑩ 
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【申請選択】 

 

 

 

① 申請を実施する条例を選択します。 

② 「申請の複写」ステップに戻ります。 

③ 「申請者」のステップに進みます。 

  

①  

② ③ 
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【申請者】

 

① 「申請者の情報」を表示します。利用申請で入力した内容を表示します。 

② 「申請担当者」を表示します。選択した担当者の情報を表示します。 

③ 担当者を選択します。利用申請で入力した担当者の情報を選択できます。 

担当者は、占用等申請について徳島県から問合せを行う際の連絡先として使用します。 

担当者を選択すると、「申請担当者」および「送付先」のステップの「占用料納付書等の送付先」に情報が反映されま

す。 

④ 「変更登録」画面を表示します。（「２－１１．変更登録」参照） 

⑤ 「占用等許可の名義人」のステップに進みます。 

 

 

  

①  

②  

③  ④  

⑤  
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【占用等許可の名義人】 

 

① 占用等許可の名義人情報を入力します。 

登録されている情報を表示しています。 

以下の*の項目は入力必須項目です。 

事業者名* 名義人事業者名を入力します。 

事業者名カナ* 名義人事業者のカタカナ名を入力します。 

名義人氏名（姓） 名義人の姓。 

名義人氏名（名） 名義人の名。 

名義人氏名（姓）カナ 名義人の姓のカタカナ名。 

名義人氏名（名）カナ 名義人の名のカタカナ名。 

部署 名義人の部署を入力します。 

郵便番号* 名義人の郵便番号を入力します。xxx-xxxx の形式で入力します。 

住所* 名義人の住所を入力します。 

電話番号* 名義人の電話番号を入力します。-（ハイフン）の入力は不要です。 

FAX 名義人の FAX 番号を入力します。-（ハイフン）の入力は不要です。 

② 「申請者」のステップに戻ります。 

③ 「送付先」のステップに進みます。 

  

①  

② ③ 
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【送付先】 

 

① 占用料納付書等の送付先の情報を入力します。 

選択した担当者に紐づく送付先の情報を表示しています。この情報は変更することが可能です。 

以下の*の項目は入力必須項目です。 

郵便番号* 送付先担当者の郵便番号を入力します。xxx-xxxx の形式で入力します。 

住所* 送付先担当者の住所を入力します。 

事業者名* 送付先担当者の事業者名を入力します。 

氏名（姓）* 送付先担当者の姓を入力します。 

氏名（名）* 送付先担当者の名を入力します。 

氏名（姓）カナ* 送付先担当者の姓のカタカナ名を入力します。 

氏名（名）カナ* 送付先担当者の名のカタカナ名を入力します。 

部署 送付先担当者の部署を入力します。 

役職 送付先担当者の役職を入力します。 

電話番号* 送付先担当者の電話番号を入力します。-（ハイフン）の入力は不要です。 

FAX 送付先担当者の FAX 番号を入力します。-（ハイフン）の入力は不要です。 

② 「占用等許可の名義人」のステップに戻ります。 

③ 「申請内容」のステップに進みます。 

② ③ 

①  
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【申請内容】 

 

 

 

①  

2 

②  

③  ④  

⑤  

⑥  ⑦ 
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① 申請内容の情報を入力します。 

以下の*の項目は入力必須項目です。 

占用の目的* 占用の目的を入力します。 

申請先庁舎* 申請先庁舎を選択します。 

級別 河川を選択することで自動入力されます。②参照。 

水系名* 河川を選択することで自動入力されます。②参照。 

河川名* 河川を選択することで自動入力されます。②参照。 

場所* 占用場所の住所を入力します。 

占用開始日 占用開始日を入力します。 

「カレンダーアイコン」をクリックすることにより日時の選択ができます。 

占用終了日 占用終了日を入力します。 

「カレンダーアイコン」をクリックすることにより日時の選択ができます。 

工作物の名称又は種類 工作物の名称又は種類を入力します。 

工作物の構造又は能力 工作物の構造又は能力を入力します。 

工事の実施方法 工事の実施方法を選択します。 

工事の実施方法（事業者

名などを記載） 

工事を実施する事業者名などの情報を入力します。 

工事開始日* 工事開始日を入力します。 

「カレンダーアイコン」をクリックすることにより日時の選択ができます。 

工事終了日* 工事終了日を入力します。 

「カレンダーアイコン」をクリックすることにより日時の選択ができます。 

行為 実施する行為を選択します。 

行為の内容 行為の内容を入力します。 

行為の免責 行為にかかる土地の面積を入力します。 

行為の方法 行為の実施方法を入力します。 

行為の開始日 工事開始日を入力します。 

「カレンダーアイコン」をクリックすることにより日時の選択ができます。 

行為の終了日 工事終了日を入力します。 

「カレンダーアイコン」をクリックすることにより日時の選択ができます。 

 

② 級別、水系名、河川名の入力については、「２－３.（4）河川選択について」参照。 

③ 占用物件情報を入力します。 

以下の*の項目は入力必須項目です。 
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物件* 入力不要です。選択した物件により自動入力されます。 

物件詳細* 入力不要です。選択した物件により自動入力されます。 

区域* 物件の区域を選択します。 

数量* 物件の数量を入力します。 

単位* 入力不要です。選択した物件により自動入力されます。 

④ クリックすることで、入力する物件を追加することができます。 

⑤ 物件を選択します。「物件の選択」画面を表示します。 

⑥ 「送付先」のステップに戻ります。 

⑦ 「占用料金・減免」のステップに進みます。 

 

 

⑧ 物件の区分による絞り込みが可能です。 

⑨ 「物件の選択」画面を閉じます。 

⑩ 物件を選択します。 

⑪ 一覧に表示する件数、ページを切り替えます。（「２－３.（2）一覧に表示する件数、改ページについて」参照） 

 

  

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑧  
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【占用料金・減免】 

 

① 占用料金・減免情報を入力します。 

以下の*の項目は入力必須項目です。 

占用料予定額（自動計

算した参考値） 

入力不要です。「申請内容」で入力した占用期間および物件の内容により自動計

算した値（参考値）を表示します。占用料が時価に分類される物件が含まれる場

合、自動計算されません。 

自動計算されなかった場合、0 を表示します。 

 

占用料予定額（修正）* 占用料予定額を入力します。占用料予定額が自動計算されなかった、自動計算

された占用料を修正したい時など、必要に応じて値を入力してください。 

占用料金の免除・控除を

申請する 

占用料金の免除、控除がある場合はチェックを付けます。 

減免額 「占用料金の免除・控除を申請する」にチェックを付けた場合に入力可能となりま

す。 

減免額を入力します。 

全額減免 「占用料金の免除・控除を申請する」にチェックを付けた場合に入力可能となりま

す。 

①  

②  

③  ④ 
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占用料金を免除とする場合、チェックを付けます。 

認定予定占用料 入力不要です。占用料予定額（修正）と減免額より自動計算します。 

理由 「占用料金の免除・控除を申請する」にチェックを付けた場合に入力可能となりま

す。 

減免の理由を入力します。 

 

② 「占用料金の免除・控除を申請する」にチェックを付けた場合、減免申請書類を添付します。 

操作方法について、「２－３.（6）ファイル添付について」参照 

③ 「申請内容」のステップに戻ります。 

④ 「添付ファイル」のステップに進みます。 
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【添付ファイル】 

 

 

① 占用位置図を作成します。「占用位置図作成」をクリックして、該当する河川を選択し、画面より占用物を描画してく

ださい。該当する河川を選択できない場合、手書きした占用位置図のファイルを添付してください。 

② 「河川区域図選択」画面を表示します。 

③ 占用位置図を作成せず、ファイル添付する場合は河川を選択してください。 

級別、水系名、河川名の入力については、「２－３.（4）河川選択について」参照。 

④ ファイル添付する方法について、「２－３.（6）ファイル添付について」参照。 

⑤ 誓約書を添付します。操作方法について、「２－３.（6）ファイル添付について」参照 

以降、その他参考書類についても同様に添付します 

⑥ 「占用料金・減免」のステップに戻ります。 

⑦ 「申請内容確認」のステップに進みます。 

⑥  ⑦ 

⑤  

①  

②  

③  

④  
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⑧ 河川情報を表示します。選択できる河川を、紫色（1 級河川）青色（2 級河川）で表示します。 

該当する河川にカーソルを当てると河川情報を確認できます。 

 

1 級河川のみ河川をクリックすることで該当する河川の地形図情報を表示します。 

⑨ 地図の拡大縮小を行います。 

⑩ 河川地形図選択画面を閉じます。 

 

  

⑧  

⑨  

⑩  
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⑪ 選択した河川の情報を表示します。 

⑫ 選択した河川の地形図を表示します。 

⑬ 河川区域図選択画面を表示します。 

⑭ 選択した地形図を使用せず、河川区域図画面を表示します。 

⑮ 占用位置図作成画面を表示します。 

 

 

占用位置図の作成については、「２－３.（6）占用位置図作成について」参照。 

  

⑪  

⑫ 

⑬ ⑭ ⑮ 
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【申請内容確認】 

 

① 入力した内容を確認することができます。 

② 「添付ファイル」のステップに戻ります。 

③ 登録確認画面を表示します。 

 

④ 登録をキャンセルします。 

⑤ 占用等申請を提出します。処理状況を「申請中」として情報を作成します。 

  

①  

②  ③  
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（2）  占用等申請の更新を行う 

   

① 左側メニューの河川の「更新」をクリックして画面を表示します。 

 

申請様式をまたぐ更新申請はできません。 

そのため、新規申請より改めて申請をお願いいたします。 

 

  

① 
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【更新対象の申請を選択】 

 

① 現在、どの情報を入力しているかの進捗状況を表示します。 

② 前回の申請方法について選択します。 

土木施設占用等申請システムで

申請実施 

前回の占用許可について、土木施設占用等申請システムにて申請を行った

場合、こちらを選択し、「許可検索」ボタンをクリックして、前回の占用許可を

選択します。 

書面で申請実施 前回の占用許可について、土木施設占用等申請システムで申請を行わ

ず、書面で行った場合、こちらを選択し「次へ」ボタンをクリックして、更新した

い占用等申請の内容を入力してください。 

③ 前回の占用許可の情報を選択することができます。 

ボタンをクリックすることで、「許可検索」画面を表示し、前回の占用許可の情報を選択できます。 

④ 「申請選択」のステップに進みます。 

 

  

①  

②  

③ 

④ 
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⑤ 絞り込み情報を入力します。 

⑥ 級別、水系名、河川名の入力については、「２－３.（4）河川選択について」参照。 

⑦ アイコンをクリックすることにより、⑤検索項目入力欄が縮小・拡大します。 

⑧ 許可検索画面を閉じます。 

⑨ 「検索」ボタンをクリックすることで⑤で入力した情報の占用等申請の一覧情報が表示されます。 

⑩ 一覧に表示している項目をソートします。（「２－３.（1）一覧項目によるソートについて」参照） 

⑪ 前回の占用許可情報を選択します。 

⑫ 一覧に表示する件数、ページを切り替えます。（「２－３.（2）一覧に表示する件数、改ページについて」参照） 

 

  

⑥ 

⑧ 
⑩ 

⑪ 

⑤ 

⑦ 

⑨ 

⑫ 
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【申請者】 

 

 

① 「申請者の情報」を表示します。利用申請で入力した内容を表示します。 

「申請者の情報」「申請担当者」について、「２－6．(1)新規占用等申請」と同様となります。 

② 「占用等許可の名義人」のステップに進みます。 

③ 一時保存確認画面を表示します。 

 

④ 一時保存をキャンセルします。 

⑤ 一時保存を行います。 

※一時保存後の更新が無い場合、30 日で自動的に削除されますので、ご注意ください。 

  

①  

②  ③  

④  ⑤ 
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【占用等許可の名義人】 

「占用等許可の名義人」について、「２－6．(1)新規占用等申請」と同様となります。 

 

【送付先】 

「占用料納付書等の送付先」について、「２－6．(1)新規占用等申請」と同様となります。 
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【申請内容】 

 

 

 

 

 

 

① 

② ③ 



 徳島県土木施設占用等申請システム 操作マニュアル（事業者ユーザー向け） 

 

90  

 

① 「申請内容」について入力します。 

以下の*の項目は入力必須項目です。 

占用開始日 占用開始日を入力します。 

「カレンダーアイコン」をクリックすることにより日時の選択ができます。 

占用終了日 占用終了日を入力します。 

「カレンダーアイコン」をクリックすることにより日時の選択ができます。 

上記項目以外の入力について、前回の申請方法を「土木施設占用等申請システムで申請実施」と選択した場合、

前回の占用許可情報を元に情報が自動入力します。また、前回の占用開始日と占用終了日を元に、同じ期間とな

るよう占用開始日と占用終了日を自動入力します。必要に応じて修正してください。 

「書面で申請実施」と選択した場合、入力が必要となります。「２－6．(1)新規占用等申請」と同様となります。 

② 「送付先」のステップに戻ります。 

③ 「占用料金・減免」のステップに進みます。 
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【占用料金・減免】 

占用料金・減免について、「２－6．(1)新規占用等申請」と同様となります。 

 

【添付ファイル】 

 

 

① 「前回申請」タブをクリックすると、前回申請時の添付ファイルを確認することができます。 

② 誓約書を添付します。操作方法について、「２－３.（6）ファイル添付について」参照 

③ 更新時現況写真を添付します。操作方法について、「２－３.（6）ファイル添付について」参照 

前回の申請方法を「書面で申請実施」と選択した場合、新規申請時に添付した書類についても、添付してください。 

④ 「占用料金・減免」のステップに戻ります。 

⑤ 「申請内容確認」のステップに進みます。 

  

①  

④ ⑤ 

②  

③ 
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【申請内容確認】 

 

① 入力した内容を確認することができます。 

② 「添付ファイル」のステップに戻ります。 

③ 登録確認画面を表示します。 

 

④ 登録をキャンセルします。 

⑤ 更新申請を提出します。処理状況を「申請中」として情報を作成します。 

 

  

② ③ 

①  
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（3）  占用等申請の変更を行う 

    

① 左側メニューの河川の「変更」をクリックして画面を表示します。 

 

申請様式をまたぐ変更申請はできません。 

そのため、新規申請より改めて申請をお願いいたします。 

 

  

① 
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【変更対象の申請を選択】 

 

① 現在、どの情報を入力しているかの進捗状況を表示します。 

② 「許可検索」ボタンをクリックして、前回の占用許可を選択します。 

ボタンをクリックすることで、「許可検索」画面を表示し、前回の占用許可の情報を選択できます。 

「許可検索」について、「２－６．(2)更新申請」と同様になります。 

③ 「申請者」のステップに進みます。 

 

  

①  

②  

③  
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【申請者】 

「申請者の情報」、「申請担当者」について、「２－６．(2)更新申請」と同様になります。 

 

【占用等許可の名義人】 

「占用等許可の名義人」について、「２－6．(1)新規占用等申請」と同様となります。 

 

【送付先】 

「占用料納付書等の送付先」について、「２－6．(1)新規占用等申請」と同様となります。 

 

【申請内容】 

 

① 変更申請を実施する理由を記入します。 

② 「送付先」のステップに戻ります。 

③ 「占用料金・減免」のステップに進みます。 

その他は、「２－6．(1)新規占用等申請」と同様となります。 

 

【占用料金・減免】 

占用料金・減免について、「２－6．(1)新規占用等申請」と同様となります。 

 

①  

② ③ 
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【添付ファイル】 

各種添付ファイルについて、「２－6．(1)新規占用等申請」と同様となります。 
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【申請内容確認】 

 

① 入力した内容を確認することができます。 

② 「添付ファイル」のステップに戻ります。 

③ 登録確認画面を表示します。 

 

④ 登録をキャンセルします。 

⑤ 変更申請を提出します。処理状況を「申請中」として情報を作成します。 

 

  

② ③ 

①  
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（4）  占用等申請の廃止を行う 

   

① 左側メニューの河川の「廃止」をクリックして画面を表示します。 

 

 

  

① 
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【廃止対象の申請を選択】 

 

① 現在、どの情報を入力しているかの進捗状況を表示します。 

② 前回の申請方法について選択します。 

土木施設占用等申請システムで

申請実施 

前回の占用許可について、土木施設占用等申請システムにて申請を行った

場合、こちらを選択し、「許可検索」ボタンをクリックして、前回の占用許可を

選択します。 

書面で申請実施 前回の占用許可について、土木施設占用等申請システムで申請を行わ

ず、書面で行った場合、こちらを選択し「次へ」ボタンをクリックして、更新した

い占用等申請の内容を入力してください。 

③ 前回の占用許可の情報を選択することができます。 

ボタンをクリックすることで、「許可検索」画面を表示し、前回の占用許可の情報を選択できます。 

「許可検索」について、「２－６．(2)更新申請」と同様になります。 

④ 「申請者」のステップに進みます。 

 

【申請者】 

「申請者の情報」、「申請担当者」について、「２－６．(2)更新申請」と同様になります。 

 

【占用等許可の名義人】 

「占用等許可の名義人」について、「２－6．(1)新規占用等申請」と同様となります。 

 

【送付先】 

「占用料納付書等の送付先」について、「２－6．(1)新規占用等申請」と同様となります。  

① 

② 

③ 

④ 
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【申請内容】 

 

 

① 廃止理由の情報を入力します。 

以下の*の項目は入力必須項目です。 

廃止理由* 廃止理由を入力します。 

占用終了日* 占用終了日を入力します。 

「カレンダーアイコン」をクリックすることにより日時の選択ができます。 

土地の復旧方法* 土地の復旧方法を入力します。 

② 申請内容の情報を入力します。 

前回の申請方法を「道路占用システムで申請実施」と選択した場合、前回の占用許可情報を元に情報が自動入

力します。「書面で申請実施」と選択した場合、入力が必要となります。「２－6．(1)新規占用等申請」と同様とな

ります。 

③ 「送付先」のステップに戻ります。 

④ 「添付ファイル」のステップに進みます。 

  

① 

② 

③ ④ 
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【添付ファイル】 

廃止時現況写真の書類添付について、「２－６．(2)更新申請」と同様となります。 

 

【申請内容確認】 

 

 

 

① 入力した内容を確認することができます。 

② 「添付ファイル」のステップに戻ります。 

③ 登録確認画面を表示します。 

 

④ 登録をキャンセルします。 

⑤ 廃止申請を提出します。処理状況を「申請中」として情報を作成します。 

  

③ 

① 

② 
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２-７.砂防 

（1）  占用等申請を新規に登録する 

   

① 左側メニューの砂防の「新規」をクリックして画面を表示します。 

 

  

①  
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【申請の複写】 

 

① 現在、どの情報を入力しているかの進捗状況を表示します。 

② 過去の占用許可の情報を複写して占用等申請を作成することができます。 

ボタンをクリックすることで、「許可検索」画面を表示し、過去の占用許可の情報を選択できます。 

③ 選択した占用許可情報をクリアします。 

④ 「申請選択」のステップに進みます。 

⑤ 占用等申請の内容を一時保存するか確認画面を表示します。 

 

⑥ 一時保存をキャンセルします。 

⑦ 一時保存を行います。 

※一時保存後の更新が無い場合、30 日で自動的に削除されますので、ご注意ください。 

 

  

① 

② ③ 

④ ⑤ 
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⑧ 絞り込み情報を入力します。 

⑨ 砂防関係指定地名、市町村名、告示番号の入力については、「２－３.（5）砂防区域選択について」参照。 

⑩ アイコンをクリックすることにより、⑧検索項目入力欄が縮小・拡大します。 

⑪ 許可検索画面を閉じます。 

⑫ 「検索」ボタンをクリックすることで⑧で入力した情報の占用等申請の一覧情報が表示されます。 

⑬ 一覧に表示している項目をソートします。（「２－３.（1）一覧項目によるソートについて」参照） 

⑭ 複写対象とする占用許可情報を選択します。 

⑮ 一覧に表示する件数、ページを切り替えます。（「２－３.（2）一覧に表示する件数、改ページについて」参照） 

 

  

⑧ 

⑨ 

⑪ ⑫ 

⑬ ⑭ 

⑮ 

⑩ 
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【申請選択】 

 

 

 

① 申請を実施する条例を選択します。 

② 「申請の複写」ステップに戻ります。 

③ 「申請者」のステップに進みます。 

  

① 

② ③ 
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【申請者】

 

① 「申請者の情報」を表示します。利用申請で入力した内容を表示します。 

② 「申請担当者」を表示します。選択した担当者の情報を表示します。 

③ 担当者を選択します。利用申請で入力した担当者の情報を選択できます。 

担当者は、占用等申請について徳島県から問合せを行う際の連絡先として使用します。 

担当者を選択すると、「申請担当者」に情報が反映されます。 

④ 「変更登録」画面を表示します。（「２－１１．変更登録」参照） 

⑤ 「占用等許可の名義人」のステップに進みます。 

 

 

  

① 

② ③ ④ 

⑤ 
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【占用等許可の名義人】 

 

 

① 占用等許可の名義人情報を入力します。 

登録されている情報を表示しています。 

以下の*の項目は入力必須項目です。 

事業者名* 名義人事業者名を入力します。 

事業者名カナ* 名義人事業者のカタカナ名を入力します。 

名義人氏名（姓） 名義人の姓。 

名義人氏名（名） 名義人の名。 

名義人氏名（姓）カナ 名義人の姓のカタカナ名。 

名義人氏名（名）カナ 名義人の名のカタカナ名。 

部署 名義人の部署を入力します。 

郵便番号* 名義人の郵便番号を入力します。xxx-xxxx の形式で入力します。 

住所* 名義人の住所を入力します。 

電話番号* 名義人の電話番号を入力します。-（ハイフン）の入力は不要です。 

FAX 名義人の FAX 番号を入力します。-（ハイフン）の入力は不要です。 

② 「申請者」のステップに戻ります。 

③ 「申請内容」のステップに進みます。 

  

① 

② ③ 
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【申請内容】 

 

① 申請内容の情報を入力します。 

以下の*の項目は入力必須項目です。 

行為の目的* 行為の目的を入力します。 

申請先庁舎* 申請先庁舎を選択します。 

砂防関係指定地名* 砂防区域を選択することで自動入力されます。②参照。 

市町村名* 砂防区域を選択することで自動入力されます。②参照。 

告示番号* 砂防区域を選択することで自動入力されます。②参照。 

行為の場所* 行為の住所を入力します。 

行為開始日* 行為開始日を入力します。 

「カレンダーアイコン」をクリックすることにより日時の選択ができます。 

行為終了日* 行為終了日を入力します。 

「カレンダーアイコン」をクリックすることにより日時の選択ができます。 

備考 特記事項がある場合入力します。 

① 

2 

② 

④  ③ 
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② 砂防関係指定地名、市町村名、告示番号の入力については、「２－３.（5）砂防区域選択について」参照。 

③ 「占用等許可の名義人」のステップに戻ります。 

④ 「添付ファイル」のステップに進みます。 
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【添付ファイル】 

 

 

 

① 占用位置図を作成します。「占用等位置図作成」をクリックして、該当する砂防関係指定地を選択し、画面より占用

物を描画してください。該当する砂防関係指定地を選択できない場合、手書きした占用位置図のファイルを添付して

ください。 

② 「砂防区域選択」画面を表示します。 

③ 占用等位置図を作成せず、ファイル添付する場合は砂防関係指定地を選択してください。 

砂防関係指定地名、市町村名、告示番号の入力については、「２－３.（5）砂防区域選択について」参照。 

④ ファイル添付する方法について、「２－３.（6）ファイル添付について」参照。 

⑤ 平面図を添付します。操作方法について、「２－３.（6）ファイル添付について」参照 

以降、その他参考書類についても同様に添付します 

⑥ 「申請内容」のステップに戻ります。 

⑦ 「申請内容確認」のステップに進みます。 

⑥ ⑦ 

⑤ 

①  

② 

③ 

④ 
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⑧ 砂防情報を表示します。選択できる砂防関係指定地を、緑色（砂防指定地）黄色（地すべり防止区域）茶色

（急傾斜地崩壊危険区域）で表示します。 

該当する砂防指定区域にカーソルを当てると砂防情報を確認できます。 

 

⑨ 地図の拡大縮小を行います。 

⑩ 砂防区域選択画面を閉じます。 

 

  

⑧  

⑨  

⑩  
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⑪ 選択した砂防関係指定地の情報を表示します。 

⑫ 選択した砂防関係指定地の地形図を表示します。 

⑬ 砂防区域選択画面を表示します。 

⑭ 占用位置図作成画面を表示します。 

 

 

占用位置図の作成については、「２－３.（6）占用位置図作成について」参照。 

  

⑪  

⑫ 

⑬ ⑭ 
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【申請内容確認】 

 

① 入力した内容を確認することができます。 

② 「添付ファイル」のステップに戻ります。 

③ 登録確認画面を表示します。 

 

④ 登録をキャンセルします。 

⑤ 占用等申請を提出します。処理状況を「申請中」として情報を作成します。 

  

① 

② ③ 
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（2）  占用等申請の更新を行う 

   

① 左側メニューの砂防の「更新」をクリックして画面を表示します。 

 

申請様式をまたぐ更新申請はできません。 

そのため、新規申請より改めて申請をお願いいたします。 

 

  

① 
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【更新対象の申請を選択】 

 

① 現在、どの情報を入力しているかの進捗状況を表示します。 

② 前回の申請方法について選択します。 

土木施設占用等申請システムで

申請実施 

前回の占用許可について、土木施設占用等申請システムにて申請を行った

場合、こちらを選択し、「許可検索」ボタンをクリックして、前回の占用許可を

選択します。 

書面で申請実施 前回の占用許可について、土木施設占用等申請システムで申請を行わ

ず、書面で行った場合、こちらを選択し「次へ」ボタンをクリックして、更新した

い占用等申請の内容を入力してください。 

③ 前回の占用許可の情報を選択することができます。 

ボタンをクリックすることで、「許可検索」画面を表示し、前回の占用許可の情報を選択できます。 

④ 「申請選択」のステップに進みます。 

 

  

① 

② 

③ 

④ 
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⑤ 絞り込み情報を入力します。 

⑥ 砂防関係指定地名、市町村名、告示番号の入力については、「２－３.（5）砂防区域選択について」参照。 

⑦ アイコンをクリックすることにより、⑤検索項目入力欄が縮小・拡大します。 

⑧ 許可検索画面を閉じます。 

⑨ 「検索」ボタンをクリックすることで⑧で入力した情報の占用等申請の一覧情報が表示されます。 

⑩ 一覧に表示している項目をソートします。（「２－３.（1）一覧項目によるソートについて」参照） 

⑪ 複写対象とする占用許可情報を選択します。 

⑫ 一覧に表示する件数、ページを切り替えます。（「２－３.（2）一覧に表示する件数、改ページについて」参照） 

 

  

⑤ 

⑥ 

⑧ ⑨ 

⑩ ⑪ 

⑫ 

⑦ 
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【申請者】 

 

 

① 「申請者の情報」を表示します。利用申請で入力した内容を表示します。 

「申請者の情報」「申請担当者」について、「２－7．(1)新規占用等申請」と同様となります。 

② 「占用等許可の名義人」のステップに進みます。 

③ 一時保存確認画面を表示します。 

 

④ 一時保存をキャンセルします。 

⑤ 一時保存を行います。 

※一時保存後の更新が無い場合、30 日で自動的に削除されますので、ご注意ください。 

 

【占用等許可の名義人】 

「占用等許可の名義人」について、「２－7．(1)新規占用等申請」と同様となります。 

① 

② ③ 

④ ⑤ 
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【申請内容】 

 

 

① 「申請内容」について入力します。 

以下の*の項目は入力必須項目です。 

行為開始日 行為開始日を入力します。 

「カレンダーアイコン」をクリックすることにより日時の選択ができます。 

行為終了日 行為終了日を入力します。 

「カレンダーアイコン」をクリックすることにより日時の選択ができます。 

上記項目以外の入力について、前回の申請方法を「土木施設占用等申請システムで申請実施」と選択した場合、

前回の占用許可情報を元に情報が自動入力します。また、前回の行為開始日と行為終了日を元に、同じ期間とな

るよう行為開始日と行為終了日を自動入力します。必要に応じて修正してください。 

① 

② ③ 
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「書面で申請実施」と選択した場合、入力が必要となります。「２－７．(1)新規占用等申請」と同様となります。 

② 「占用等許可の名義人」のステップに戻ります。 

③ 「添付ファイル」のステップに進みます。 
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【添付ファイル】 

 

 

① 「前回申請」タブをクリックすると、前回申請時の添付ファイルを確認することができます。 

② 誓約書を添付します。操作方法について、「２－３.（6）ファイル添付について」参照 

③ 更新時現況写真を添付します。操作方法について、「２－３.（6）ファイル添付について」参照 

前回の申請方法を「書面で申請実施」と選択した場合、新規申請時に添付した書類についても、添付してください。 

④ 「申請内容」のステップに戻ります。 

⑤ 「申請内容確認」のステップに進みます。 

  

① 

④ ⑤ 

② 

③ 
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【申請内容確認】 

 

① 入力した内容を確認することができます。 

② 「添付ファイル」のステップに戻ります。 

③ 登録確認画面を表示します。 

 

④ 登録をキャンセルします。 

⑤ 更新申請を提出します。処理状況を「申請中」として情報を作成します。 

 

  

② ③ 

① 
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（3）  占用等申請の変更を行う 

    

① 左側メニューの砂防の「変更」をクリックして画面を表示します。 

  

① 



徳島県土木施設占用等申請システム 操作マニュアル（事業者ユーザー向け）  

 

 123 

 

【変更対象の申請を選択】 

 

① 現在、どの情報を入力しているかの進捗状況を表示します。 

② 「許可検索」ボタンをクリックして、「許可検索」画面を表示し、前回の占用許可の情報を選択できます。 

「許可検索」について、「２－７．(2)更新申請」と同様になります。 

③ 「申請者」のステップに進みます。 

 

  

① 

② 

③ 
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【申請者】 

「申請者の情報」、「申請担当者」について、「２－７．(2)更新申請」と同様になります。 

 

【占用等許可の名義人】 

「占用等許可の名義人」について、「２－７．(1)新規占用等申請」と同様となります。 

 

【申請内容】 

 

 

① 変更申請を実施する理由を記入します。 

② 「占用等許可の名義人」のステップに戻ります。 

③ 「添付ファイル」のステップに進みます。 

その他は、「２－７．(1)新規占用等申請」と同様となります。 

 

【添付ファイル】 

各種添付ファイルについて、「２－７．(1)新規占用等申請」と同様となります。 

  

① 

② ③ 
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【申請内容確認】 

 

 

① 入力した内容を確認することができます。 

② 「添付ファイル」のステップに戻ります。 

③ 登録確認画面を表示します。 

 

④ 登録をキャンセルします。 

⑤ 変更申請を提出します。処理状況を「申請中」として情報を作成します。 

  

② ③ 

① 
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２-８.公園 

（1）  占用等申請を新規に登録する 

   

① 左側メニューの公園の「新規」をクリックして画面を表示します。 

 

 

  

① 
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【申請の複写】 

 

① 現在、どの情報を入力しているかの進捗状況を表示します。 

② 過去の占用許可の情報を複写して占用等申請を作成することができます。 

ボタンをクリックすることで、「許可検索」画面を表示し、過去の占用許可の情報を選択できます。 

③ 選択した占用許可情報をクリアします。 

④ 「申請選択」のステップに進みます。 

⑤ 占用等申請の内容を一時保存するか確認画面を表示します。 

 

⑥ 一時保存をキャンセルします。 

⑦ 一時保存を行います。 

※一時保存後の更新が無い場合、30 日で自動的に削除されますので、ご注意ください。 

 

  

①  

③ ② 

④ ⑤ 
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⑧ 絞り込み情報を入力します。 

⑨ アイコンをクリックすることにより、⑧検索項目入力欄が縮小・拡大します。 

⑩ 許可検索画面を閉じます。 

⑪ 「検索」ボタンをクリックすることで⑧で入力した情報の占用等申請の一覧情報が表示されます。 

⑫ 一覧に表示している項目をソートします。（「２－３.（1）一覧項目によるソートについて」参照） 

⑬ 複写対象とする占用許可情報を選択します。 

⑭ 一覧に表示する件数、ページを切り替えます。（「２－３.（2）一覧に表示する件数、改ページについて」参照） 

 

  

⑧ 

⑨ 

⑩ ⑪ ⑫ 
⑬ 

⑭ 
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【申請選択】 

 

 

 

① 申請を実施する条例を選択します。 

② 「申請の複写」ステップに戻ります。 

③ 「申請者」のステップに進みます。 

  

① 

② ③ 
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【申請者】

 

① 「申請者の情報」を表示します。利用申請で入力した内容を表示します。 

② 「申請担当者」を表示します。選択した担当者の情報を表示します。 

③ 担当者を選択します。利用申請で入力した担当者の情報を選択できます。 

担当者は、占用等申請について徳島県から問合せを行う際の連絡先として使用します。 

担当者を選択すると、「申請担当者」および「送付先」のステップの「占用料納付書等の送付先」に情報が反映されま

す。 

④ 「変更登録」画面を表示します。（「２－１１．変更登録」参照） 

⑤ 「占用等許可の名義人」のステップに進みます。 

 

 

  

① 

② 

③ ④ 

⑤ 
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【占用等許可の名義人】 

 

 

① 占用等許可の名義人情報を入力します。 

登録されている情報を表示しています。 

以下の*の項目は入力必須項目です。 

事業者名* 名義人事業者名を入力します。 

事業者名カナ* 名義人事業者のカタカナ名を入力します。 

名義人氏名（姓） 名義人の姓。 

名義人氏名（名） 名義人の名。 

名義人氏名（姓）カナ 名義人の姓のカタカナ名。 

名義人氏名（名）カナ 名義人の名のカタカナ名。 

部署 名義人の部署を入力します。 

郵便番号* 名義人の郵便番号を入力します。xxx-xxxx の形式で入力します。 

住所* 名義人の住所を入力します。 

電話番号* 名義人の電話番号を入力します。-（ハイフン）の入力は不要です。 

FAX 名義人の FAX 番号を入力します。-（ハイフン）の入力は不要です。 

② 「申請者」のステップに戻ります。 

③ 「送付先」のステップに進みます。 

  

① 

② ③ 
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【送付先】 

 

① 占用料納付書等の送付先の情報を入力します。 

選択した担当者に紐づく送付先の情報を表示しています。この情報は変更することが可能です。 

以下の*の項目は入力必須項目です。 

郵便番号* 送付先担当者の郵便番号を入力します。xxx-xxxx の形式で入力します。 

住所* 送付先担当者の住所を入力します。 

事業者名* 送付先担当者の事業者名を入力します。 

氏名（姓）* 送付先担当者の姓を入力します。 

氏名（名）* 送付先担当者の名を入力します。 

氏名（姓）カナ* 送付先担当者の姓のカタカナ名を入力します。 

氏名（名）カナ* 送付先担当者の名のカタカナ名を入力します。 

部署 送付先担当者の部署を入力します。 

役職 送付先担当者の役職を入力します。 

電話番号* 送付先担当者の電話番号を入力します。-（ハイフン）の入力は不要です。 

FAX 送付先担当者の FAX 番号を入力します。-（ハイフン）の入力は不要です。 

② 「占用等許可の名義人」のステップに戻ります。 

③ 「申請内容」のステップに進みます。 

 

② ③ 

① 
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【申請内容】 

 

① 申請内容の情報を入力します。 

以下の*の項目は入力必須項目です。 

目的* 占用等の目的を入力します。 

申請先庁舎* 申請先庁舎を選択します。 

都市公園名 申請する公園を入力します。 

場所* 占用場所の住所を入力します。 

占用開始日 占用開始日を入力します。 

「カレンダーアイコン」をクリックすることにより日時の選択ができます。 

占用終了日 占用終了日を入力します。 

「カレンダーアイコン」をクリックすることにより日時の選択ができます。 

① 

2 

② ③ 

④ 

⑤ ⑥ 
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都市公園の復旧方法 工復旧方法を入力します。 

その他 復旧方法で特記事項がある場合、入力します。 

工事の実施方法 工事の実施方法を選択します。 

工事の実施方法（事業者

名などを記載） 

工事を実施する事業者名などの情報を入力します。 

工事開始日* 工事開始日を入力します。 

「カレンダーアイコン」をクリックすることにより日時の選択ができます。 

工事終了日* 工事終了日を入力します。 

「カレンダーアイコン」をクリックすることにより日時の選択ができます。 

 

② 占用物件情報を入力します。 

以下の*の項目は入力必須項目です。 

占用物件* 入力不要です。選択した物件により自動入力されます。 

占用面積又は占用物件の

数量* 

占用面積、占用物件の数量を入力します。 

単位* 入力不要です。選択した物件により自動入力されます。 

占用物件の管理方法* 占用物件の管理方法を入力します。 

その他 占用物件の管理方法で特記事項がある場合、入力します。 

③ クリックすることで、入力する物件を追加することができます。 

④ 物件を選択します。「物件の選択」画面を表示します。 

⑤ 「送付先」のステップに戻ります。 

⑥ 「占用料金・減免」のステップに進みます。 

 

⑦ 「物件の選択」画面を閉じます。 

⑧ 物件を選択します。 

⑨ 一覧に表示する件数、ページを切り替えます。（「２－３.（2）一覧に表示する件数、改ページについて」参照） 

⑦ ⑧ 

⑨ 
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【占用料金・減免】 

 

 

① 占用料金・減免情報を入力します。 

以下の*の項目は入力必須項目です。 

占用料予定額（自動計

算した参考値） 

入力不要です。「申請内容」で入力した占用期間および物件の内容により自動計

算した値（参考値）を表示します。占用料が時価に分類される物件が含まれる場

合、自動計算されません。 

自動計算されなかった場合、0 を表示します。 

 

占用料予定額（修正）* 占用料予定額を入力します。占用料予定額が自動計算されなかった、自動計算

された占用料を修正したい時など、必要に応じて値を入力してください。 

占用料金の免除・控除を

申請する 

占用料金の免除、控除がある場合はチェックを付けます。 

減免額 「占用料金の免除・控除を申請する」にチェックを付けた場合に入力可能となりま

す。減免額を入力します。 

全額減免 「占用料金の免除・控除を申請する」にチェックを付けた場合に入力可能となりま

す。占用料金を免除とする場合、チェックを付けます。 

認定予定占用料 入力不要です。占用料予定額（修正）と減免額より自動計算します。 

①  

②  

③  ④ 
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理由 「占用料金の免除・控除を申請する」にチェックを付けた場合に入力可能となりま

す。 

減免の理由を入力します。 

 

② 「占用料金の免除・控除を申請する」にチェックを付けた場合、減免申請書類を添付します。 

操作方法について、「２－３.（6）ファイル添付について」参照 

③ 「申請内容」のステップに戻ります。 

④ 「添付ファイル」のステップに進みます。 
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【添付ファイル】 

 

 

① 占用位置図を作成します。「占用位置図作成」をクリックして、該当する公園を選択し、画面より占用物を描画してく

ださい。該当する公園を選択できない場合、手書きした占用位置図のファイルを添付してください。 

② 「公園図面選択」画面を表示します。 

③ 占用位置図を作成せず、ファイル添付する場合は公園を選択してください。 

④ ファイル添付する方法について、「２－３.（6）ファイル添付について」参照。 

⑤ 平面図を添付します。操作方法について、「２－３.（6）ファイル添付について」参照 

以降、その他参考書類についても同様に添付します 

⑥ 「占用料金・減免」のステップに戻ります。 

⑦ 「申請内容確認」のステップに進みます。 

⑥  ⑦ 

⑤  

①  

②  

③  

④  
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⑧ 公園図面を表示します。該当する公園にカーソルを当てると公園情報を確認できます。 

 

公園をクリックすることで該当する公園の図面情報を表示します。 

⑨ 地図の拡大縮小を行います。 

⑩ 公園図面選択画面を閉じます。 

 

  

⑧  

⑨  

⑩  
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⑪ 選択した公園の情報を表示します。 

⑫ 選択した公園の図面を表示します。 

⑬ 公園図面選択画面を表示します。 

⑭ 占用位置図作成画面を表示します。 

 

 

占用位置図の作成については、「２－３.（6）占用位置図作成について」参照。 

  

⑪  

⑫ 

⑬ 
⑭ 
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【申請内容確認】 

 

 

① 入力した内容を確認することができます。 

② 「添付ファイル」のステップに戻ります。 

③ 登録確認画面を表示します。 

 

④ 登録をキャンセルします。 

⑤ 占用等申請を提出します。処理状況を「申請中」として情報を作成します。 

  

①  

②  ③  
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（2）  占用等申請の変更を行う 

   

① 左側メニューの公園の「変更」をクリックして画面を表示します。 

 

申請様式をまたぐ変更申請はできません。 

そのため、新規申請より改めて申請をお願いいたします。 

 

  

① 
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【変更対象の申請を選択】 

 

① 現在、どの情報を入力しているかの進捗状況を表示します。 

② 「許可検索」ボタンをクリックして、前回の占用許可を選択します。 

ボタンをクリックすることで、「許可検索」画面を表示し、前回の占用許可の情報を選択できます。 

③ 「申請選択」のステップに進みます。 

 

  

①  

②  

③ 
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④ 絞り込み情報を入力します。 

⑤ アイコンをクリックすることにより、④検索項目入力欄が縮小・拡大します。 

⑥ 許可検索画面を閉じます。 

⑦ 「検索」ボタンをクリックすることで④で入力した情報の占用等申請の一覧情報が表示されます。 

⑧ 一覧に表示している項目をソートします。（「２－３.（1）一覧項目によるソートについて」参照） 

⑨ 複写対象とする占用許可情報を選択します。 

⑩ 一覧に表示する件数、ページを切り替えます。（「２－３.（2）一覧に表示する件数、改ページについて」参照） 

④ 

⑤ 

⑥ ⑧ 
⑨ 

⑩ 

⑦ 



 徳島県土木施設占用等申請システム 操作マニュアル（事業者ユーザー向け） 

 

144  

 

【申請者】 

 

 

① 「申請者の情報」を表示します。利用申請で入力した内容を表示します。 

「申請者の情報」「申請担当者」について、「２－6．(1)新規占用等申請」と同様となります。 

② 「占用等許可の名義人」のステップに進みます。 

③ 一時保存確認画面を表示します。 

 

④ 一時保存をキャンセルします。 

⑤ 一時保存を行います。 

※一時保存後の更新が無い場合、30 日で自動的に削除されますので、ご注意ください。 

  

⑨ 

①  

②  ③  

④  ⑤ 



徳島県土木施設占用等申請システム 操作マニュアル（事業者ユーザー向け）  

 

 145 

 

【占用等許可の名義人】 

「占用等許可の名義人」について、「２－８．(1)新規占用等申請」と同様となります。 

 

【送付先】 

「占用料納付書等の送付先」について、「２－８．(1)新規占用等申請」と同様となります。 
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【申請内容】 

 

 

① 変更申請を実施する理由を記入します。 

② 「送付先」のステップに戻ります。 

③ 「占用料金・減免」のステップに進みます。 

その他は、「２－８．(1)新規占用等申請」と同様となります。 

 

  

① 

② ③ 
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【占用料金・減免】 

占用料金・減免について、「２－８．(1)新規占用等申請」と同様となります。 

 

【添付ファイル】 

各種添付ファイルについて、「２－８．(1)新規占用等申請」と同様となります。 
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【申請内容確認】 

 

① 入力した内容を確認することができます。 

② 「添付ファイル」のステップに戻ります。 

③ 登録確認画面を表示します。 

 

④ 登録をキャンセルします。 

⑤ 更新申請を提出します。処理状況を「申請中」として情報を作成します。 

  

② ③ 

①  
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２-９.届出 

（1）  占用等許可の届出を行う（河川・砂防・公園のみ） 

   

① 左側メニューの各占用カテゴリの「各種届出」をクリックして画面を表示します。 

（河川の「各種届出」例とする） 

 

 

  

①  
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【届出を実施する申請の選択】 

 

 

① 絞り込み情報を入力します。 

※級別、水系名、河川名の入力については、「２－３.（4）河川選択について」参照。 

② アイコンをクリックすることにより、①絞り込み入力欄が縮小・拡大します。 

③ 「検索」ボタンをクリックすることで①で入力した情報の占用等申請の一覧情報が表示されます。 

④ 届出を実施する申請の「詳細」ボタンをクリックすることで選択した占用等申請の詳細情報が表示されます。 

⑤ 占用等申請の処理状況が「許可済」の場合、クリック可能となります。クリックすると占用等許可証（書）ダウンロー

ド画面が表示されます。 

⑥ 一覧に表示している項目をソートします。（「２－３.（1）一覧項目によるソートについて」参照） 

⑦ 一覧に表示する件数、ページを切り替えます。（「２－３.（2）一覧に表示する件数、改ページについて」参照） 

 

  

①  

③  

② 

④ ⑤ 

⑥ 

⑦ 
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【届出タブ選択】 

 

 

① クリックすると申請情報を表示します。 

② クリックすると占用等許可書に出力する内容を表示します。 

③ クリックすると届出の情報を表示します。 

④ 申請選択画面に戻ります。  

①  ② 
④ 

③ 
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【届出登録】

 

① 「着手日」を入力します。「カレンダーアイコン」をクリックすることにより日時の選択ができます。 

② 着手届の「提出日」を入力します。「カレンダーアイコン」をクリックすることにより日時の選択ができます。 

③ 「完了日」を入力します。「カレンダーアイコン」をクリックすることにより日時の選択ができます。 

④ 完了届の「提出日」を入力します。「カレンダーアイコン」をクリックすることにより日時の選択ができます。 

⑤ 届出に必要なファイルを添付します。 

ファイル添付する方法について、「２－３.（6）ファイル添付について」参照。 

⑥ 登録確認画面を表示します。 

 

⑦ 登録をキャンセルします。 

⑧ 入力した届出の内容を登録します。 

⑨ 申請選択画面に戻ります。 

  

②  

③  ④  

⑤  

⑥  

①  

⑨  

⑦  ⑧ 
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２-１０.占用等申請一覧 

 

① 左側メニューの「占用等申請」をクリックして画面を表示します。 

 

  

①  
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（1）占用等申請一覧の操作を行う 

 

 

① 検索する占用カテゴリを選択し、絞り込み情報を入力します。 

※路線区分、路線名の入力については、「２－３.（3）路線選択について」参照。 

② アイコンをクリックすることにより、①絞り込み入力欄が縮小・拡大します。 

③ 「検索」ボタンをクリックすることで①で入力した情報の占用等申請の一覧情報が表示されます。 

④ 「詳細」ボタンをクリックすることで選択した占用等申請の詳細情報が表示されます。 

⑤ 占用等申請の処理状況が「許可済」の場合、クリック可能となります。クリックすると占用等許可証（書）ダウンロー

ドが表示されます。 

⑥ 一覧に表示している項目をソートします。（「２－３.（1）一覧項目によるソートについて」参照） 

⑦ 一覧に表示する件数、ページを切り替えます。（「２－３.（2）一覧に表示する件数、改ページについて」参照） 

  

④ ⑤ 

①  

③ 

② 

⑥ 

⑦ 
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占用カテゴリごとの検索項目 

占用カテゴリ：道路を選択 

 

占用カテゴリ：河川を選択 

 

占用カテゴリ：砂防を選択 

 

占用カテゴリ：公園を選択 

 

複数の占用カテゴリを選択 
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⑧ 占用許可情報を表示します。 

⑨ 占用許可書をダウンロードします。 

⑩ 占用許可書ダウンロードを閉じます。 

 

※占用許可書ダウンロード画面は、占用等申請が許可された時に徳島県土木施設占用等申請システムから送信され

る占用許可通知のメールの URL をクリックして開けます。以下メールの表示例となります。 

 

※「占用等許可証（書）ダウンロード」画面は PC による操作を推奨します。 

※システムから送信されるメールを受信できるよう、「@mail.pref.tokushima.jp」のドメインを許可してください。 
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（2）占用等申請の詳細情報を確認する 

【申請情報】 

 

① 申請情報、占用許可情報、届出の表示を切り替えます。 

② 占用等申請の一覧情報が表示されます。 

③ 占用等申請の処理状況が「申請中」の場合、クリック可能となります。クリックすると、引戻確認が表示されます。 

 

④ 申請の引戻をキャンセルします。 

⑤ 申請の引戻を実施します。処理状況を「一時保存」に変更し、編集可能とします。 

⑥ 占用等申請の処理状況が「一時保存」「返却」の場合、クリック可能となります。 

クリックすると、占用等申請を入力する画面を表示します。 

⑦ 占用等申請の詳細情報を表示します。 

 

  

②  

⑦  

②  ③  ⑥  
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【占用許可情報】 

 

① 占用許可情報を表示します。 

  

①  
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【届出】 

 

① 届出を表示、登録します。 

届出の登録については、「２－7. 占用等許可の届出を行う 」参照。 

 

  

①  
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２-１１.変更登録 

     

① 左側メニューの「変更登録」をクリックして画面を表示します。 

 

 

  

①  



徳島県土木施設占用等申請システム 操作マニュアル（事業者ユーザー向け）  

 

 161 

 

（1）事業者情報の変更について登録する 

【申請者】 

 

① 現在、どの情報を入力しているかの進捗状況を表示します。 

② 「アカウントコンソール」画面を表示します。（「２－１２．アカウントコンソール」参照） 

③ 現在申請可能な占用カテゴリを表示します。 

利用する占用カテゴリを追加する場合、該当の占用カテゴリをチェックします。（複数選択可能） 

④ 申請者の情報を入力します。 

以下の*の項目は入力必須項目です。 

電話番号* 事業者の電話番号を入力します。-（ハイフン）の入力は不要です。 

FAX 事業者の FAX 番号を入力します。-（ハイフン）の入力は不要です。 

①  

②  

③  

④  

⑤  

⑥  

⑦  

⑧  
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⑤ 申請担当者の情報を入力します。 

以下の*の項目は入力必須項目です。 

氏名（姓）* 担当者の氏名の姓を入力します。 

氏名（名）* 担当者の氏名の名を入力します。 

氏名（姓）カナ* 担当者の氏名の姓のカタカナ名を入力します。 

氏名（名）カナ* 担当者の氏名の名のカタカナ名を入力します。 

部署 担当者の部署を入力します。 

役職 担当者の役職を入力します。 

電話番号* 担当者の電話番号を入力します。-（ハイフン）の入力は不要です。 

メールアドレス* 担当者のメールアドレスを入力します。 

⑥ 入力する担当者を追加します。 

⑦ 入力する担当者を削除します。 

⑧ 「送付先」のステップに進みます。 
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【送付先】 

 

① 占用料納付書等の送付先の情報を入力します。 

以下の*の項目は入力必須項目です。 

郵便番号* 送付先担当者の郵便番号を入力します。xxx-xxxx の形式で入力します。 

住所* 送付先担当者の住所を入力します。 

事業者名* 送付先担当者の事業者名を入力します。 

氏名（姓）* 送付先担当者の姓を入力します。 

氏名（名）* 送付先担当者の名を入力します。 

氏名（姓）カナ* 送付先担当者の姓のカタカナ名を入力します。 

氏名（名）カナ* 送付先担当者の名のカタカナ名を入力します。 

部署 送付先担当者の部署を入力します。 

役職 送付先担当者の役職を入力します。 

電話番号* 送付先担当者の電話番号を入力します。-（ハイフン）の入力は不要です。 

FAX 送付先担当者の FAX 番号を入力します。-（ハイフン）の入力は不要です。 

② 「申請者」のステップに戻ります。 

③ 「変更内容確認」のステップに進みます。 

  

①  

②  ③  
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【変更内容確認】 

 

① 入力した内容を確認することができます。 

② 「送付先」のステップに戻ります。 

③ 変更確認画面を表示します。 

 

④ 変更登録をキャンセルします。 

⑤ 変更登録を行い、入力した内容を反映します。 

 

 

  

②  ③  

①  
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２-１２.変更申し込み 

 

① 左側メニューの「変更申込」をクリックして画面を表示します。 

 

 

 

  

①  
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（1）事業者情報の変更について申請を行う 

【申請者】 

 

 

 

 

 

 

 

③  

①  

②  

④  

⑤  

⑥  

⑦  

⑧  

⑨  
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① 現在、どの情報を入力しているかの進捗状況を表示します。 

② 変更申込の申請の状態を表示します。 

申請状態の内容は以下のとおりです。 

未申請 変更申込の実施前の状態となります。 

申請済み 変更申込を実施し、徳島県職員の審査待の状態となります。 

審査中 変更申込について、徳島県職員による審査中の状態となります。 

差し戻し 変更申込に不備があり、徳島県職員から差し戻された状態となります。 

③ ユーザーのログイン情報を表示します。 

④ 占用申請を実施する占用カテゴリをチェックします。 

⑤ 申請者の情報を入力します。 

以下の*の項目は入力必須項目です。 

事業者名* 事業者名を入力します。 

事業者名カナ* 事業者のカタカナ名を入力します。 

代表者氏名（姓）* 事業者の代表者の姓を入力します。 

代表者氏名（名）* 事業者の代表者の名を入力します。 

代表者氏名（姓）カナ* 事業者の代表者の姓のカタカナ名を入力します。 

代表者氏名（名）カナ* 事業者の代表者の名のカタカナ名を入力します。 

役職 事業者の代表者の役職名を入力します。 

郵便番号* 事業者の郵便番号を入力します。xxx-xxxx の形式で入力します。 

住所* 事業者の住所を入力します。 

電話番号* 事業者の電話番号を入力します。-（ハイフン）の入力は不要です。 

FAX 事業者の FAX 番号を入力します。-（ハイフン）の入力は不要です。 

 

⑥ 申請担当者の情報を入力します。 

以下の*の項目は入力必須項目です。 

氏名（姓）* 担当者の氏名の姓を入力します。 

氏名（名）* 担当者の氏名の名を入力します。 

氏名（姓）カナ* 担当者の氏名の姓のカタカナ名を入力します。 

氏名（名）カナ* 担当者の氏名の名のカタカナ名を入力します。 

部署 担当者の部署を入力します。 

役職 担当者の役職を入力します。 

電話番号* 担当者の電話番号を入力します。-（ハイフン）の入力は不要です。 

メールアドレス* 担当者のメールアドレスを入力します。 
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⑦ 入力する担当者を追加します。 

⑧ 入力する担当者を削除します。 

⑨ 「占用等許可の名義人」のステップに進みます。 
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【占用等許可の名義人】 

 

① 占用等許可の名義人の情報を入力します。 

以下の*の項目は入力必須項目です。 

事業者名* 名義人事業者名を入力します。 

事業者名カナ* 名義人事業者のカタカナ名を入力します。 

名義人氏名（姓）* 名義人の姓を入力します。 

名義人氏名（名）* 名義人の名を入力します。 

名義人氏名（姓）カナ* 名義人の姓のカタカナ名を入力します。 

名義人氏名（名）カナ* 名義人の名のカタカナ名を入力します。 

部署 名義人の部署を入力します。 

役職 名義人の役職を入力します。 

郵便番号* 名義人の郵便番号を入力します。xxx-xxxx の形式で入力します。 

住所* 名義人の住所を入力します。 

電話番号* 名義人の電話番号を入力します。-（ハイフン）の入力は不要です。 

FAX 名義人の FAX 番号を入力します。-（ハイフン）の入力は不要です。 

② 「申請者」のステップに戻ります。 

③ 「送付先」のステップに進みます。  

②  ③  

①  
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【送付先】 

 

① 占用料納付書等の送付先の情報を入力します。 

以下の*の項目は入力必須項目です。 

郵便番号* 送付先担当者の郵便番号を入力します。xxx-xxxx の形式で入力します。 

住所* 送付先担当者の住所を入力します。 

事業者名* 送付先担当者の事業者名を入力します。 

氏名（姓）* 送付先担当者の姓を入力します。 

氏名（名）* 送付先担当者の名を入力します。 

氏名（姓）カナ* 送付先担当者の姓のカタカナ名を入力します。 

氏名（名）カナ* 送付先担当者の名のカタカナ名を入力します。 

部署 送付先担当者の部署を入力します。 

役職 送付先担当者の役職を入力します。 

電話番号* 送付先担当者の電話番号を入力します。-（ハイフン）の入力は不要です。 

FAX 送付先担当者の FAX 番号を入力します。-（ハイフン）の入力は不要です。 

② 「占用等許可の名義人」のステップに戻ります。 

③ 「添付ファイル」のステップに進みます。 

② ③ 

① 
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【添付ファイル】 

 

① 真正性確認書類の書類添付を行います。操作方法について、「２－３.（4）ファイル添付について」参照 

② 「送付先」のステップに戻ります。 

③ 「変更内容確認」のステップに進みます。 

 

 

  

②  ③  

①  



 徳島県土木施設占用等申請システム 操作マニュアル（事業者ユーザー向け） 

 

172  

 

【変更内容確認】 

 

① 入力した内容を確認することができます。 

② 「添付ファイル」のステップに戻ります。 

③ 申込確認画面を表示します。 

 

④ 変更申込の登録をキャンセルします。 

⑤ 変更申込を登録します。登録により、申請状態が「申請済み」となります。 
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２-１３.アカウントコンソール 

     

① 左側メニューの「アカウントコンソール」をクリックして画面を表示します。 

  

① 
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（1）メールアドレスを変更する 

 

① メールアドレスを変更する画面を表示します。 

② パスワードを変更する画面を表示します。 

③ 「トップページ」画面を表示します。 

  

①  
②  

③ 
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④ メールアドレス変更、パスワード変更、ログイン状況確認の画面表示を切り替えます。 

⑤ E メールを変更する場合に入力します。 

ユーザー名 入力不要。ログインしたユーザー名が表示されています。 

E メール 変更したいメールアドレスを入力します。 

言語 入力不要。日本語が選択されています。 

⑥ E メールアドレスの変更を保存します。 

⑦ 「保存」をクリックしていない場合、入力前の E メールの内容に戻します。  

④  

⑤  

⑥  ⑦  
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⑧ E メールアドレスの変更後、別ウィンドウまたは別タブにて「徳島県土木施設占用等申請システム」へアクセスすると 

E メール確認の画面が表示され、「【徳島県土木施設占用等申請システム】メールアドレス確認」という件名の、確認

メールが送信されます。 

⑨ クリックすることで、確認メールが再送信されます。 

 

 

⑩ 「【徳島県土木施設占用等申請システム】メールアドレス確認」のメールを開き、「メールアドレスの確認」をクリックしま

す。 

 

 

⑪ E メールアドレスの確認のため、クリックします。 

 

 

⑧ 

⑨ 
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⑫ E メールアドレスの確認ができたため、クリックすると「トップページ」の画面を表示します。 
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（2）ログイン時のパスワードを変更する 

 

① クリックすることで、パスワードを変更する画面を表示します。 

 

 

② ユーザーID とパスワードを入力します。 

③ パスワードの更新画面を表示します。 

②  

③  

①  
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④ パスワードを変更する場合に入力します。 

新しいパスワード 変更したいパスワードを入力します。 

パスワードは、8 文字以上にする必要があります。 

新しいパスワード（確認） 変更したいパスワードを入力します。「新しいパスワード」と同じにする必要がありま

す。 

⑤ パスワードを更新し、本ユーザー名でログインしている端末・ブラウザに対して、サインアウトさせます。 

サインアウトされますので、実施後はブラウザを閉じてください。 

⑥ 変更したパスワードを適用します。 

⑦ 入力をキャンセルし、前画面に戻ります。 

  

⑤  

⑥  

⑦  

④  
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２-１４.ログアウト 

（1）土木施設占用等申請システムからのログアウトを行う 

     

① 左側メニューの「ログアウト」をクリックします。 

 

 

② ログアウトが完了し、ログインページが表示されます。 

 

  

① 
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２-１５.ユーザー登録 

（1）土木施設占用等申請システムのログイン用のユーザーを登録する 

 

① 「登録」をクリックします。 

 

①  
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② 登録したいユーザー情報を入力します。 

以下の*の項目は入力必須項目です。 

ユーザー名* システムにログインするためのユーザー名を入力します。 

パスワード* システムにログインするためのパスワードを入力します。 

パスワードは、8 文字以上で、大文字・小文字・数字を含む必要があります。 

パスワード（確認）* 確認用のパスワードを入力します。「パスワード」と同じにする必要があります。 

E メール* ユーザーに紐づけるメールアドレスを入力します。 

ユーザー登録時の確認や、パスワードリセットにおいて、システムから送信されるメールの

宛先となります。 

③ システム利用規約を確認します。 

④ ③の利用規約確認後、②で入力した内容をユーザーとしてシステムに登録します。 

登録後、E メール確認画面を表示します。 

⑤ クリックすると、ログイン画面を表示します。 
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⑥ 本画面が表示されると、「【徳島県土木施設占用等申請システム】メールアドレス確認」という件名の、確認メールが

送信されます。 

※システムから送信されるメールを受信できるよう、「@mail.pref.tokushima.jp」のドメインを許可してください。 

⑦ クリックすることで、確認メールが再送信されます。 

 

 

⑧ 「【徳島県土木施設占用等申請システム】メールアドレス確認」のメールを開き、「メールアドレスの確認」をクリックしま

す。 

 

 

⑨ E メールアドレスの確認のため、クリックします。 

 

⑥ 

⑦ 

⑨ 



 徳島県土木施設占用等申請システム 操作マニュアル（事業者ユーザー向け） 

 

184  

 

 

⑩ E メールアドレスの確認ができたため、クリックすると「トップページ」の画面を表示します。 

 

 

  

⑩ 
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２-１６.パスワードリセット 

（1）土木施設占用等申請システムのログイン用のユーザーのパスワードをリセットする  

 

① 「パスワードをお忘れですか？」をクリックします。 

 

 

①  

②  

③  

④  
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② パスワードリセットメールを送信するユーザー名を入力します。 

③ 入力したユーザーに対して、パスワードリセットメールを送信します。 

④ ログイン画面を表示します。 

 

 

⑤ 「【徳島県土木施設占用等申請システム】パスワードのリセット」という件名のメールが送信されます。 

※システムから送信されるメールを受信できるよう、「@mail.pref.tokushima.jp」のドメインを許可してください。 

 

 

 

⑥ 「【徳島県土木施設占用等申請システム】パスワードのリセット」のメールを開き、「パスワードのリセット」をクリックしま

す。 

 

⑥ 
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⑦ 新しく設定するパスワードを入力します。「パスワード」と「パスワード（確認）」は同じにする必要があります。 

パスワードは、8 文字以上で、大文字・小文字・数字を含む必要があります。 

⑧ 入力した新しいパスワードを設定します。 

 

⑨ 入力した新しいパスワードが設定されました。以降のログインにて使用するパスワードとなります。 
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２-１７.外部公開画面 

（1）外部公開画面にアクセスする。 

  ブラウザを起動し、「徳島県土木施設占用等申請システム」にアクセスします。 

接続先 URL：https://senyo.pref.tokushima.lg.jp/zone-fig 

 

（2）台帳情報を確認する。 

    

 

① 管理区域図を表示します。 

② 土木施設占用等申請システムに移動します。 

③ 選択した地域で①の管理区域図を拡大表示します。 

④ 地図と航空写真を切り替えます。 

⑤ 道路、河川等の情報を表示します。初回選択時は利用承諾画面を表示します。 

  

② 

③ 

⑤ 

① 

④ 
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⑥ 利用規約に同意し、管理区域を表示します。 

⑦ 利用規約に同意せず、①の画面に戻ります。 

     

⑧ 確認したい管理区域をマウスオーバーして、台帳情報を表示します。 

また、クリックして詳細な台帳情報を表示します。 

⑦ ⑥ 

⑧ 
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⑨ 台帳情報に図面が存在する場合、図面を表示します。 

⑩ 図面を最大化します。 

⑪ 図面を拡大します。 

⑫ 図面を縮小します。 

⑬ 図面の表示を初期表示に戻します。 

⑭ 管理区域図に戻ります。 

  

⑩ 

⑨ 

⑪ ⑫ ⑬ 

⑭ 
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（3）アンケートに回答する。 

 

 

① アンケート画面を表示します。 

 

② 満足度を選択します。 

③ ご感想・ご意見を記入します。 

④ アンケート画面を閉じ、①の画面に戻ります。 

⑤ 送信確認画面を表示します。 

② 

③ 

④ ⑤ 

① 
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⑥ アンケート画面に戻ります。 

⑦ 入力内容を送信します。 

 

⑧ 管理区域図に戻ります。 

 

⑥ ⑦ 

⑧ 


